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    平成２２年第１回甘楽町議会定例会会議録第１号     

 

平成２２年３月９日（火曜日） 

                                     

議事日程 第１号 

   平成２２年３月９日（火曜日）午前１０時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 施政方針 

日程第 ５ 議案第 １号 平成２１年度甘楽町一般会計補正予算（第４号） 

日程第 ６ 議案第 ２号 平成２１年度甘楽町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

２号） 

日程第 ７ 議案第 ３号 平成２１年度甘楽町介護保険事業特別会計補正予算（第３

号） 

日程第 ８ 議案第 ４号 平成２１年度甘楽町農業集落排水事業特別会計補正予算（第

３号） 

日程第 ９ 議案第 ５号 平成２１年度甘楽町公共下水道事業特別会計補正予算（第３

号） 

日程第１０ 議案第 ６号 平成２１年度甘楽町国峰簡易水道事業特別会計補正予算（第

１号） 

日程第１１ 議案第 ７号 平成２１年度甘楽町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号） 

日程第１２ 議案第 ８号 平成２１年度甘楽町水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第１３ 同意第 １号 甘楽町教育委員会委員の任命について 

日程第１４ 同意第 ２号 甘楽町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第１５ 議案第 ９号 甘楽町議会議員の諸給与支給の特例に関する条例の制定につ

いて 

日程第１６ 議案第１０号 甘楽町長、副町長及び教育長の給与の特例に関する条例の制

定について 
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日程第１７ 議案第１１号 甘楽町職員の公益的法人等への派遣に関する条例の制定につ

いて 

日程第１８ 議案第１２号 甘楽町消費生活センター設置条例の制定について 

日程第１９ 議案第１３号 甘楽町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につ

いて 

日程第２０ 議案第１４号 甘楽町敬老祝金条例の一部を改正する条例について 

日程第２１ 議案第１５号 甘楽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する

条例について 

日程第２２ 議案第１６号 甘楽町勤労者生活資金融資促進条例の一部を改正する条例に

ついて 

日程第２３ 議案第１７号 甘楽町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例について 

日程第２４ 議案第１８号 甘楽町国峰簡易水道給水条例の一部を改正する条例について 

日程第２５ 議案第１９号 甘楽町学校給食センター設置条例の一部を改正する条例につ

いて 

日程第２６ 議案第２０号 甘楽町道路線の廃止について 

日程第２７ 議案第２１号 甘楽町道路線の認定について 

日程第２８ 議案第２２号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について 

日程第２９ 議案第２３号 群馬県市町村会館管理組合の規約変更に関する協議について 

日程第３０ 議案第２４号 群馬県後期高齢者医療広域連合の規約変更に関する協議につ

いて 

日程第３１ 議案第２５号 平成２２年度甘楽町一般会計予算 

日程第３２ 議案第２６号 平成２２年度甘楽町国民健康保険事業特別会計予算 

日程第３３ 議案第２７号 平成２２年度甘楽町老人保健特別会計予算 

日程第３４ 議案第２８号 平成２２年度甘楽町介護保険事業特別会計予算 

日程第３５ 議案第２９号 平成２２年度甘楽町農業集落排水事業特別会計予算 

日程第３６ 議案第３０号 平成２２年度甘楽町公共下水道事業特別会計予算 

日程第３７ 議案第３１号 平成２２年度甘楽町国峰簡易水道事業特別会計予算 

日程第３８ 議案第３２号 平成２２年度甘楽町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第３９ 議案第３３号 平成２２年度甘楽町水道事業会計予算 
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本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 
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出席議員（１４人） 

       １番  長谷川 儀 平 君       ２番  山 口 マサ子 君 

       ３番  長 岡 敬 一 君       ４番  福 島 章 一 君 

       ５番  高 橋 多 丸 君       ６番  黛   哲 夫 君 

       ７番  栁 澤 清 次 君       ８番  中 里 芳 久 君 

       ９番  吉 田 恭 一 君      １０番  江 原   宏 君 

      １１番  吉 田 暁 宣 君      １２番  田 中 修 三 君 

      １３番  田 村   昭 君      １４番  山 田 邦 彦 君 

欠席議員 なし 

                                     

説明のため出席した者 

  町     長  茂 原 荘 一 君  教  育  長  柴 山   豊 君 

  会計管理者（会計課長）  江 原   清 君  総 務 課 長  田 村 徳 男 君 

  企 画 課 長  三 木 純 一 君  健 康 課 長  山 田 隆 史 君 

  住 民 課 長  新 井 貞 行 君  振 興 課 長  富 岡 朝 男 君 

  水 道 課 長  田 村 一 郎 君  教 育 課 長  中 野 哲 也 君 

                                     

事務局職員出席者 

  事 務 局 長  斎 藤   誠    書     記  三 木 さゆみ 
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○開会・開議 

   午前１０時開会・開議 

◇議長（江原 宏君） 議員の出席が定足数に達しておりますので、これより平成２２年

第１回甘楽町議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりでありますので、順次議事を進

めます。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１ 会議録署名議員の指名 

◇議長（江原 宏君） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

 会議規則第１２０条の規定により、議長から次の議員を指名いたします。第７番栁澤清

次君、第８番中里芳久君の両名といたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２ 会期の決定 

◇議長（江原 宏君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 本件につきましては、さきに議会運営委員会が開かれておりますので、議会運営委員長

吉田恭一君、登壇して報告を願います。 

◇議会運営委員長（吉田恭一君） 議長の指名がありましたので、議会運営委員会の経過

と結果について報告をいたします。 

 去る３月３日、５日、議会運営委員会を開き、本定例会の会期日程等について協議しま

した結果、会期については本日から１７日までの９日間とし、日程については議会速報で

配付したとおりであります。 

 以上でありますが、この会期、日程等にご賛同賜り、円滑な議会運営ができますよう議

員各位のご協力をお願い申し上げまして、報告といたします。 

 以上です。 

◇議長（江原 宏君） お諮りいたします。 

 議会運営委員長の報告どおり、本定例会の会期を本日から１７日までの９日間とするこ

とにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（江原 宏君） ご異議なしと認めます。よって、会期は本日から１７日までの９

日間と決定いたします。 
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―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３ 諸般の報告 

◇議長（江原 宏君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 去る２月２２日、群馬県市町村会館において群馬県町村議会議長会定期総会が開催さ

れ、出席いたしました。 

 本総会におきまして、平成２０年度一般会計歳入歳出決算、平成２２年度一般会計予算

及び会費の賦課徴収方法についての議案が上程され、それぞれ原案のとおり承認可決され

ました。 

 また、別紙のとおりお手元に配付いたしました宣言及び決議が行われましたので、報告

いたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第４ 施政方針 

◇議長（江原 宏君） 日程第４、施政方針を行います。 

 町長の発言を許します。 

 町長。 

◇町長（茂原荘一君） 平成２２年第１回議会定例会の開会に当たり、お許しをいただき

ましたので、一言ごあいさつを申し上げます。 

 気温の変動が激しい日が続いておりますが、梅の枝も色づき、ほのかに香り漂う季節と

なりました。議員各位におかれましては、ご多忙の中、ご出席を賜り、本定例会が開催で

きますことに、心から厚くお礼を申し上げます。 

 先ほどは、江原議長におかれましては、群馬県町村議会議長会からはえある表彰に浴さ

れまして、まことにおめでとうございました。心からお喜びを申し上げます。１０年以上

の長きにわたる議員活動を通して地方自治の伸展のためにご尽力いただきましたたまもの

であり、まことにご同慶にたえません。今後もますますご壮健にして、ご活躍賜りますよ

うご祈念を申し上げます。 

 さて、今議会では、平成２２年度各会計の当初予算をはじめ、条例の制定や改正、平成

２１年度の予算補正、人事案件など極めて重要な議案を多数ご提案申し上げます。真摯な

ご審議を通じまして、何とぞご理解の上、原案どおりご議決、ご同意を賜りますようあら

かじめお願いを申し上げる次第であります。 

 これより、上程申し上げます３３議案と同意案２件の概要につきまして申し上げます
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が、各議案等の詳細につきましてはその都度各課長をして説明させていただきますので、

あらかじめのご了承のほどをお願い申し上げます。 

 議案第１号から第８号までは、年度末を控え平成２１年度一般会計並びに６特別会計、

水道事業会計における予算を整理し、かつ必要な予算措置のための補正をお願いしたいも

のであります。 

 同意第１号、第２号につきましては、任期満了に伴う教育委員会委員、固定資産評価審

査委員会委員の選任であります。 

 議案第９号から第１９号につきましては、条例の制定及び一部改正であります。議案第

９号、第１０号は、まちおこしプランは終了いたしますが、引き続き議員各位、町長、副

町長及び教育長の給与を減額するための条例の制定であります。議案第１１号は甘楽町職

員の公益法人等への派遣等に関する条例、第１２号は甘楽町消費生活センター設置条例を

制定するものであります。 

 議案第１３号は、人事院勧告により甘楽町職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例であります。 

 議案第１４号は、敬老祝金の支給対象者を年度単位とするため、甘楽町敬老祝金条例を

一部改正するものであります。 

 議案第１５号は、指定ごみ袋の種類を追加するため、甘楽町廃棄物の処理及び清掃に関

する条例を一部改正したいものであります。 

 議案第１６号は、融資限度額を変更したいため、甘楽町勤労者生活資金融資促進条例の

一部を改正したいものであります。 

 議案第１７号は、緊急支援対策を継続するため、甘楽町小口資金融資促進条例を一部改

正するものです。 

 議案第１８号は、国峰簡易水道の水道料金を段階的に改定するため、甘楽町国峰簡易水

道給水条例の一部を改正するものであります。 

 議案第１９号は、上位法の改正により、甘楽町学校給食センター設置条例の一部を改正

するものであります。 

 議案第２０号、第２１号は、町道路線の廃止及び認定についてでありますが、国道２５

４号甘楽吉井バイパスの供用開始等により生じた廃止、認定であります。 

 議案第２２号から２４号は、六合村の中之条町への編入等による群馬県市町村総合事務

組合、群馬県市町村会館管理組合、群馬県後期高齢者医療広域連合の規約変更に関する協
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議です。 

 次に、議案第２５号から第３３号でありますが、平成２２年度各会計の当初予算であり

ます。 

 議案第２５号 平成２２年度甘楽町一般会計予算につきましてその大要を申し上げると

ともに、予算編成に当たって所信の一端を申し上げ、議会及び町民の皆さんのご理解とご

協力を賜りたくお願いを申し上げます。 

 私は、町長就任以来６年目を迎えましたが、一貫して「甘楽町に生まれてよかった、住

んでよかった」と誇れるまちづくり、すなわち「町民が等しく安心して暮らせるまちづく

り」を基本理念として、財政の健全化に努めながら、その実現に向かって取り組んでまい

りました。 

 このため、特に昨年は町長就任２期目に当たり、この基本理念とその実現に向けた基本

方針を述べさせていただきましたが、今もその方針に全く変わりはありませんし、まちづ

くりに寄せる強い思いも今も全く変わりはありませんので、引き続いて関係各位のご理解

とご協力を賜りたくお願いを申し上げます。 

 さて、おかげさまを持ちまして、財政基盤の確立と誇りある自立を目指したまちづくり

プランについては、多くの皆さんのご理解とご協力をいただきながら、大きな成果を上げ

ることができ、財政基盤も安定し、まちづくりを順調に進めることができました。 

 そして、平成１７年度からの５年間に約１９億円を削減するなど、改革が確実に進み、

捻出した財源の一部を子育て支援策として、県内市町村の中でも早くから中学生までの医

療費及び第３子以降の幼稚園・保育園保育料の無料化、妊婦健診の公費負担、出産祝金な

どの拡充策に充て、その推進を図ることがきました。 

 また、昨年は町にとりまして大きな節目となる、町発足５０周年を迎えることができま

したし、記念事業も盛大に終了することができました。 

 特に、名誉町民の長岡今朝吉翁の顕彰記念碑の建立に始まり、奥山峰石展・長岡今朝吉

翁寄贈絵画展、ＮＨＫ「ふるさと自慢うた自慢」公開録音、魅力発見リレー講座、地域ぐ

るみのお祭り、花火大会、記念式典、まちづくり講演会・シンポジウムなど、多くの町民

をはじめ、ふるさと甘楽町を応援してくださる多くの皆さんの参画により、多彩で極めて

町らしい記念事業を実施することができました。 

 こうして迎えた平成２２年度は、町発足５０周年を大きな礎として、力強い踏み台とし

て、新しいまちづくりをスタートさせる年としたいと考えております。 
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 昨年、記念事業を通じて、私たちは誇りのあるかけがえのない郷土、ふるさと甘楽町を

築いてくださった先人への感謝を持ち、さらに引き続き発展させるため、私たちがお互い

に信頼と連帯を築きながら、夢の持てるまちづくりを進めていこうと確認し合いました。 

 そして、私たちはこの精神を今後のまちづくりに生かしていくため、これらの精神を盛

り込んだ５０周年記念宣言を採択し合いました。 

 私は、平成２２年度は、そのためのまちづくり元年と考えており、まちづくりに寄せる

変わらぬ熱意、情熱を持って、町政に当たりたいと決意を新たにしているところでありま

す。 

 このため、平成２２年度は、財政安定化の取り組みをはじめ、子育て支援と福祉医療充

実の取り組み、農林・商工・観光振興の取り組み、生活環境・教育文化施設充実の取り組

み、及び住民協働のまちづくりの取り組みを基本方針として、基本理念の実現に向けて引

き続き進めてまいりたいと考えております。 

 このような中で、新たな取り組みとして、消費生活センターの開設、歴史町づくり法に

基づく景観計画の策定、幼稚園給食費の無料化、保育園の定数増をはじめとする子育て支

援の取り組み、仮称でありますが、長岡今朝吉記念ギャラリーの建設、ディスティネーシ

ョンキャンペーンに備えた観光施設整備、伝統的建造物群保存地区指定に向けた取り組

み、地域密着型介護老人福祉施設の整備、一般旅券（パスポート）の受給申請・交付事務

の移譲、住宅用太陽光発電設備の設置補助、スマートインターチェンジの調査、各種融資

制度の拡充など、町として可能な限りの取り組みを進めてまいりたいと考えておりますの

で、関係各位のご理解とご協力を賜りたく、お願いを申し上げます。 

 それでは次に、平成２２年度予算の概要についてご説明を申し上げます。 

 地方財政を取り巻く状況は大変厳しいものがあります。先ほどの私の町政に当たっての

基本理念と実現のための基本方針を述べさせていただきましたが、可能な限り実現を図り

たいとの思いから予算を編成いたしましたので、よろしくお願いを申し上げます。 

 はじめに、先刻ご承知のとおり、一昨年９月のリーマンショックに端を発した世界同時

不況は、日本経済を巻き込みました。 

 政府は、定額給付金、各種の臨時交付金等による景気刺激策を行い、さらに国の基幹産

業であります自動車関連製品に対する需要の喚起を図るため、減税や購入補助金によるて

こ入れを行いました。同様に、電化製品におきましても、エコポイントの付与による需要

の喚起を行いました。その結果、景気は徐々に回復基調にありますが、町内及び近隣にお
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きましても、優良企業が破綻しており、雇用環境は極めて厳しい状況にあります。 

 このような中で、地方財政では各種交付金等の減少が見込まれるものの、本町において

は、普通交付税及び臨時財政対策債について、２１年度決算見込み並みの一般財源の確保

が見込まれ、財政的には安心できると考えております。 

 国の新年度当初予算案は、９２兆２，９９２億円となり、前年度当初予算は８８兆５，

４８０億円ですので、対前年比３兆７，５００億円超の大幅増額予算となりました。 

 なお、国債発行額は税収の大幅減を考慮し、４４兆３，０３０億円、前年対比で１１兆

円の増で、国債依存率は前年度より１０．４ポイント増加し、新年度当初予算全体の４

８．０％となっております。 

 当町の財政では、景気の低迷による町税の減収、前年度対比で２，９００万円、２．

０％の減があるものの、普通交付税は、２１年度決算見込み並みの１６億８，０００万

円、前年対比で１億３，０００万円の増でありますが、町税と交付税で歳入全体の６３．

３％、前年度対比で３．４％の増を占める予算となります。また、交付税を補てんする臨

時財政対策債を２１年度決算見込みの２億６，０００万円、前年度対比で７，０００万円

の増とし、町債全体の発行額も増額、前年度対比７，０９０万円、３４．７％増としたい

と考えております。 

 このような状況を勘案し、本町の平成２２年度予算編成に当たりましては、町政推進の

基本理念と基本方針を推進するために、引き続き行政改革の取り組みを行うとともに、限

られた財源を重点的・効率的に配分するため、事業の緊急性・必要性に基づき、なおかつ

地域経済の活性化を視野に入れた予算づくりの基本方針のもとに編成をいたしました。 

 この結果、平成２２年度一般会計当初予算の総額は、４８億４，０００万円で、前年度

当初予算に比べ１３．６％、金額では５億８，０００万円の大幅な増額予算となります。 

 昨年度に比べ大幅増額予算となりましたが、一般事務経費などの削減合理化に努め、真

に必要な諸施策を着実に実行する予算といたしましたので、ご理解を賜りたいと存じま

す。 

 それでは、予算案の主な概要について申し上げます。 

 まず、歳入でありますが、町税は、景気低迷により法人住民税及び個人住民税が減収見

込みとなります。一方、固定資産税は、新築家屋の増などによる増収が見込まれますが、

町税全体では、前年対比で２，９００万円、２．０％の減収が見込まれます。 

 自動車取得税交付金では、エコカー減税による税収減を考慮し、前年対比２，１００万
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円、５８．３％の減額を見込みました。 

 地方特例交付金は、自動車取得税特例交付金の減収補てん特例交付金が２１年度より新

設されたため、前年対比で２８５万円、１５．４％の増額を見込みました。 

 普通交付税は、地域雇用創出推進費が廃止されるものの、雇用対策・地域資源活用臨時

特例費が創設されることから交付枠の増加が見込まれます。したがいまして、２１年度決

算見込み以上の収入が見込まれることから、前年対比１億３，０００万円増で計上しまし

た。 

 町債は、臨時財政対策債を前年比７，０００万円増の２億６，０００万円で計上すると

ともに、建設地方債を１，５００万円で計上しました。 

 また、基金からの繰入金については、長岡今朝吉記念ギャラリー建設費に充当するた

め、長岡今朝吉福祉基金繰入金を８，０００万円計上いたしました。 

 なお、子育て支援策として、幼稚園給食費の無料化を図るため給食費の歳入減を見込

み、かんら保育園の定員を１３０名から１４０名に引き上げるため保育料の歳入増を見込

みました。 

 次に、歳出における施策の概要についてご説明を申し上げます。 

 まず、住民・福祉・医療対策であります。 

 甘楽町に多くの方々に定住していただくように、今年度より、まちづくり定住応援金事

業を行います。これは、取得した住宅の初年度の固定資産税相当額を交付する事業です。 

 また、従来は高崎まで赴かないと手続ができなかったパスポートの交付につきまして

も、１０月１日から甘楽町役場でできるようにいたします。 

 少子・高齢化が進む中にあって、地域福祉の充実は重要な課題であり、子育て支援等に

おきましては、子ども手当支給事業等により現行制度を拡充する予算編成としました。 

 高齢者福祉では、生きがい対策としてのシルバー人材センター運営事業は、高齢者に雇

用の機会を提供することにより順調な事業展開がなされております。今後も事業実施の拡

充を図りながら、コストの削減と一層の高齢者福祉の向上を図る所存であります。 

 在宅福祉及び施設福祉では、介護保険の対象とならない高齢者のために、緊急通報装置

貸与事業等を実施します。また、養護老人ホームへの適正な入所措置を実施いたします。 

 今年度は、地域密着型介護老人福祉施設建設事業におきまして整備事業費の補助を計上

し、介護老人福祉施設への入所待機者の解消を図ります。 

 福祉医療では、引き続き中学校卒業までの入院・通院についての無料化を継続します。 
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 障害者福祉では、障害者自立支援法に基づく居宅支援や施設支援事業、また地域生活支

援事業の取り組みにより、障害者福祉の円滑な推進を図ります。さらに、地域活動支援セ

ンターあゆみの活用により、充実した障害者福祉を図ります。 

 児童福祉では、子供は地域の宝であり、子供を育てるなら「甘楽町」として、かんら保

育園の定員増をはじめとする保育の充実を図るとともに、第３子以降の保育料の無料化を

継続します。また、小学校低学年児童への放課後健全育成事業を一層推進するなど、子育

て支援を充実させます。 

 予防接種事業では、今年度より７０歳以上の方を対象に肺炎球菌ワクチン接種委託を行

います。 

 保健事業では、町民だれもが生涯を通じて健やかで、心豊かに生活していただくための

諸事業を実施しています。特に、少子・高齢化が進む中、保健・医療・福祉と社会教育と

の連携により、健康の保持・増進を基本とした、「健康かんら２１」の計画に沿った総合

的な事業を引き続き推進していく所存であります。 

 母子保健事業として、健康維持を目的とした妊婦健診や妊婦歯科健診の公費負担の充実

を図ります。 

 次に、環境保全対策であります。 

 ごみ処理では、町民皆さんのごみ処理に対してのご理解により、燃えるごみの減量化が

図られてきており、一層の燃えるごみの減量化と分別収集をさらに推進する所存でありま

す。あわせて、収集場所の環境整備や電動式生ごみ処理器設置補助制度による家庭ごみの

減量・リサイクルにより一層の推進を図ります。 

 今年度は、加えて住宅用太陽光発電設備設置補助の制度を開始し、地球温暖化防止に取

り組みます。 

 また、水質保全対策としては、引き続き合併処理浄化槽の設置を推進します。 

 次に、産業の振興であります。 

 まず、農業につきましては、地域の創意工夫や自主性を生かした取り組みを総合的に支

援し、町の産地強化や農業振興を図ります。 

 また、山間地域の不利性による急傾斜地の耕作放棄地の発生を防止し、多面的機能の確

保を図るため、中山間地域等直接支払事業を推進します。 

 林業では、水源周辺を整備することにより災害防止を図り、さらに住民に憩いの場を提

供するため、水源の森整備事業の補助を実施いたします。 
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 商工業では、産業文化祭を各種団体の協力を得て開催し、町の商工業の発展に努めま

す。 

 また、小口融資資金の利子補給事業では、利子補給率の引き上げを継続し、町内企業の

経営基盤確立や事業支援を実施いたします。 

 なお、２１年度より県の緊急雇用創出基金を活用し、失業対策の一環として、ハローワ

ークを介しての緊急雇用創出事業に取り組んでおりますが、今年度も継続して取り組みま

す。職種については、保育園・幼稚園・小中学校の支援員、事務補助員等があります。 

 観光では、名勝楽山園の北側に、城下町小幡の中核施設として長岡今朝吉記念ギャラリ

ーの建設を行い、楽山園周辺の整備により、特色ある観光施設整備に努めます。また、甘

楽町の東の玄関である新屋駅と小幡桜並木に公衆トイレを建築し、２３年度に予定されて

いるＪＲのディスティネーションキャンペーンに備えます。 

 また、群馬県のマスコットキャラクターぐんまちゃんの甘楽町ご当地版を活用するほ

か、織田信雄の末裔でありバンクーバー五輪フィギュアスケート７位入賞の織田信成選手

の応援を通じて、織田氏ゆかりの城下町のＰＲを図ります。 

 観光イベントといたしましては、武者行列をメインとし、引き続き梅まつりやもみじま

つりなど多彩なイベントを開催し、一層の観光客の誘致に努めるとともに、町の活性化に

取り組みます。 

 消費生活対策としては、甘楽町消費生活センターを４月１日より開設し、町民の相談に

答えます。 

 次に、道路・公園等の社会資本整備であります。 

 町道につきましては、事業の緊急性に配慮して事業路線を決定しました。今年度は、甘

楽パーキングエリアにスマートインターチェンジを設置するための調査委託料を計上いた

しました。 

 道路維持修繕事業では、道路舗装工事、原材料支給などの維持補修に係る予算を計上し

ました。 

 橋梁維持補修事業としては、橋梁点検業務委託を行い、日常生活に欠かせない橋梁の安

全性を点検いたします。 

 農林道では、県営事業による広域基幹林道の整備を引き続き進め、各林道の維持補修工

事を進めます。 

 公園施設では、遊具等の施設修繕を実施することにより、安全・安心して利用いただく
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とともに適正な管理に努め、町民に親しまれる公園を目指す所存であります。 

 住宅管理では、景観に配慮するため老朽化した建物除去を実施し、住宅の適正な管理に

努めます。 

 都市計画では、歴史まちづくり法に基づく歴史的風致維持向上計画の推進および景観法

に基づく景観計画の策定経費を計上しました。 

 次に、消防防災対策であります。 

 消防施設等の整備として、防火対策に対応するため防火水槽を計画的に設置するととも

に、防災基盤整備として、役場庁舎の耐震設計に係る予算を計上しました。 

 次に、教育関係であります。 

 学校教育では、各学校において総合的な学習の推進や情報技術に対応した教育の充実を

図るとともに、国際化教育の推進を図るため、引き続き幼・小・中学校にＡＬＴを派遣し

ます。 

 また、今年度は、第三中学校の統合に備え、スクールバスを購入いたします。幼稚園に

は専任園長を配置し、小幡･福島・新屋幼稚園を統括いたします。 

 生涯学習の推進は、生きがいづくり、交流の輪づくりであり、町民が自主的に学習でき

る環境整備を進めます。今年度は、織田氏ゆかりの城下町にふさわしい手づくり甲冑教室

も行います。 

 文化会館では、今年度も楽山園において、能の名手織田信雄ゆかりの薪能を行い、織田

氏出陣太鼓実現への布石として和太鼓まつりを行い、備品として和太鼓を購入いたしま

す。 

 社会体育では、さくらマラソン・元旦駅伝の充実を図り、町民グラウンドゴルフ大会・

町民体育大会などを行います。 

 青少年育成では、放課後子供プランとして、小学校の空き教室を利用して、放課後に安

全で健やかな居場所づくりを推進いたします。今年度は、従来の福島・小幡小学校に加

え、新屋小学校にも開設予定であります。 

 国指定名勝楽山園の保存整備事業は、国の指導に基づき、発掘調査と遺構保存を計画的

に実施しておりますが、本年度は中門復元整備工事等を実施いたします。 

 織田氏ゆかりの城下町を中核とする歴史を生かしたまちづくりに不可欠なこととして、

伝統的建造物群保存地区の指定があります。今年度と２３年度の２カ年にわたり、予定地

区の保存対策調査委託をはじめとする文化庁選定申請に向けた事業を実施いたします。 
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 国際交流では、チェルタルド市との相互交流事業を推進いたします。本年度は、中学生

の研修団を派遣（第１３次）をするとともに、チェルタルド市中学生研修団受け入れ事業

を計画しております。 

 地域情報では、行政事務の電算化や地域行政システムによる効率の高い電子化を推進す

るとともに、ソフトウエア・ハードウエアの更新により事務の効率化と住民サービスの向

上を図ります。 

 行政改革の推進においては、まちおこしプランは、今年３月末で終了となりますが、そ

の精神を引き継ぎ、町長をはじめとする特別職の給料を１０％カットします。また、議会

議員皆さまのご協力によりまして、議員報酬の５％カットと、町の職員におきましても、

管理職手当の１０％カットを継続することとさせていただきました。 

 これからのまちづくりの主体は、そこに住む町民の方たちだと考えておりますので、住

民自治を一層推進するためにも、ボランティア活動の推進が重要だと考えておりますの

で、地域ボランティア活動を引き続き支援してまいります。 

 以上が一般会計についての大要ですが、平成２２年度以降も極めて予断を許さない財政

状況となっておりますので、さらに「入るをはかって、出ずるを制す」、すなわち分度に

応じた財政運営を基本に住民福祉の向上を最優先とし、これからの行政運営に努めていく

所存であります。 

 引き続きまして、特別会計について申し上げます。 

 議案第２６号 平成２２年度甘楽町国民健康保険事業特別会計予算につきましては、総

額１５億４，２９０万円、前年に比べて３，９００万円、２．６％の増額予算となりま

す。 

 歳出の主な増額要因は、保険給付費の増によるものであり、歳入では国庫支出金の増の

ほか、国民健康保険税率を改定した上で、一般会計からの繰入金はほぼ前年度並みに計上

いたしました。 

 今後とも、国保事業の安定化に意を注ぎ、最善の努力をしていく所存でありますので、

ご理解をいただきたいと存じます。 

 議案第２７号 平成２２年度甘楽町老人保健特別会計予算につきましては、総額７０万

円、前年に比べ２４０万円、７７．４％の減額予算となります。これは、後期高齢者医療

制度の以前の月おくれ請求分の予算となっており、大幅減となっております。 

 議案第２８号 平成２２年度甘楽町介護保険事業特別会計予算につきましては、総額９
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億１，０４０万円となり、前年に比べ１５０万円、０．２％の減額予算となります。今年

度は、通所施設や地域密着型介護老人福祉施設の新設が予定されるため、保険給付費の上

昇も考えられますので、保険給付費の動向に十分意をする必要があります。今後とも、介

護保険の円滑な運営のため、ご理解をいただきたいと存じます。 

 議案第２９号 平成２２年度甘楽町農業集落排水事業特別会計予算につきましては、総

額１億４，３２０万円、前年に比べ３２０万円、２．３％の増額予算となります。 

 善慶寺国峰地区、城南上野地区、天引地区の経費を計上いたしましたが、主な増額要因

は、維持管理費の増によるものです。なお、農業集落排水事業の一層の推進を図るため、

未接続者の早期接続を図っていく所存であります。 

 議案第３０号 平成２２年度甘楽町公共下水道事業特別会計予算につきましては、総額

４億１，２１０万円、前年に比べ３，２１０万円、７．２％の減額予算となります。今年

度は事業認可変更の取得年となります。流域下水道の変更認可にあわせ、白倉地区を含め

た取得ができるように進めます。 

 特定環境保全公共下水道整備事業では、主に金井地内の権現堂及び下宿地区の管路整備

を実施し、前年度工事箇所の舗装復旧を実施する予算を計上いたしました。なお、主な減

額要因は、建設事業費の減によるものであります。 

 議案第３１号 平成２２年度甘楽町国峰簡易水道事業特別会計予算につきましては、管

理費のみで７０万円の予算を計上いたしました。 

 議案第３２号 平成２２年度甘楽町後期高齢者医療特別会計予算につきましては、総額

１億１００万円、前年に比べ３１０万円の減額予算となります。主な原因は、広域連合納

付金の減額によるものです。今年度は３年目となる医療制度でありますが、政権交代に伴

う制度内容等の見直しについて注意する必要があります。 

 議案第３３号 平成２２年度甘楽町水道事業会計予算につきましては、収益的収入は２

億１，５６０万円、収益的支出は２億９６０万円を計上いたしました。 

 資本的収入は２２５万２，０００円、資本的支出は２億８，３２４万４，０００円で、

支出額に対して不足する額は、２億８，０９９万２，０００円になり、過年度分損益勘定

留保資金、建設改良積立金等で補てんをいたします。 

 収益事業の内容といたしましては、安全で安心して飲める水道水の安定供給を行うた

め、ほぼ例年どおりの予算を計上いたしました。資本的事業では、主に白倉・轟浄水場の

凝集剤、ＰＳＩの改修工事、単独事業による下高尾小幡線配水管布設工事等を計上いたし
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ました。 

 以上で、平成２２年度第１回甘楽町議会開催に当たり、町政推進に当たっての私の所信

の一端を申し上げるとともに、議案の大要についてをご説明させていただきました。 

 もとより、総合計画ＧＥＮＫＩプラン、心が通う元気あふれるまちづくりを通じて、

「恵まれた環境の中で、子供たちが健やかに育ち、誇りを持って生活し、元気に老いるこ

とができる町」、このことがまさに「甘楽町に生まれてよかった、住んでよかった」と思

えるまちづくりにつながるものと考えております。 

 我が国は、長引く景気の低迷や混迷する社会情勢の中、特に経済情勢は先行きが不透明

な状況となっており、国・地方を通じて財政面や雇用面などの影響が大きくなってきてお

ります。 

 昨年に誕生した民主党政権におきましても、政治と金の問題や財源をはじめとする諸課

題も多く、国政の行方も不透明な状況があると言えます。 

 このような現今の社会情勢や経済情勢は、先行き不透明な状況となっており、町にとっ

ても厳しいものが予測をされます。 

 こうした中、先般私は、議会及び財団法人甘楽町国際交流振興協会のご協力をいただき

ながら、交流先のニュージーランドのオタキを訪問いたしました。そこには、先住民であ

るマオリ族の言葉、歌、踊り、お祈りなど、マオリ族の文化を尊重し、今も誇りを持って

継承し、守り続ける姿がありました。多民族国家の中において、固有の文化を守り、育

て、はぐくむ姿、まさにまちづくりの原点を再認識することとなりました。 

 私は、今後も引き続き、健全財政の堅持を基本としながら、行政改革を進めるととも

に、まちおこしプランの基本理念であります「自助」「共助」「公助」の精神、そして

「５０周年記念宣言」の趣旨を踏まえ、まちづくりの原点とも言える、町ならではの特色

ある歴史や文化を生かすとともに、子育て支援策を一層進め、町の将来を担う子供たちの

健全育成に努め、夢のあるまちづくりの実現に向かって、平成２２年度を歩みだし、一意

専心、粉骨粉砕、町政に当たってまいりたいと考えておりますので、議員各位をはじめ町

民の皆さんの一層のご理解とご協力を賜りたくお願いを申し上げ、平成２２年度予算案提

案に当たっての所信とさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

◇議長（江原 宏君） 施政方針が終わりました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 
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○日程第５ 議案第１号 平成２１年度甘楽町一般会計補正予算（第４号） 

◇議長（江原 宏君） 日程第５、議案第１号についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 企画課長。 

◇企画課長（三木純一君） 議案第１号 平成２１年度甘楽町一般会計補正予算（第４

号）。平成２１年度甘楽町一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。歳

入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億４，９７０万

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４９億８，５２０万円とする。第２

項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。繰越明許費の補正。第２条、繰越明

許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。債務負担行為の補正。第３条、債務

負担行為の補正は、「第３表 債務負担行為補正」による。地方債補正。第４条、地方債

の補正は、「第４表 地方債補正」による。平成２２年３月９日提出、甘楽町長茂原荘

一。 

 ２ページをお願いいたします。第１表、歳入歳出予算補正。歳入。款と補正額でお願い

いたします。８款自動車取得税交付金、減額９万４，０００円。１３款使用料及び手数

料、減額７８９万円。１４款国庫支出金４，１９３万５，０００円。１５款県支出金、減

額２８３万円。１６款財産収入２０９万７，０００円。１７款寄附金１，６２７万３，０

００円。１８款繰入金、減額１，００９万３，０００円。１９款繰越金１億１，９４５万

３，０００円。２０款諸収入、減額３４５万１，０００円。２１款町債、減額５７０万

円。歳入合計、補正前の額４８億３，５５０万円、補正額１億４，９７０万円、計４９億

８，５２０万円。 

 ４ページ、５ページをお願いいたします。歳出。１款議会費５，０００円。２款総務費

１億３，２４６万３，０００円。３款民生費５３６万４，０００円。４款衛生費、減額８

４７万７，０００円。６款農林水産業費２８４万６，０００円。７款商工費、減額３０万

４，０００円。８款土木費５，８５７万９，０００円。９款消防費、減額５０万円。１０

款教育費、減額３，９９７万６，０００円。５ページ、１１款災害復旧費、減額３０万

円。歳出合計、補正前の額４８億３，５５０万円、補正額１億４，９７０万円、計４９億

８，５２０万円。 

 ６ページ、７ページをお願いいたします。第２表、繰越明許費補正。款と事業名、金額
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でお願いいたします。３款民生費、子ども手当システム導入事業２３１万円。６款農林水

産業費、甘楽町物産センター施設改修事業１，２００万円、８款土木費、仮称、欠下、下

原線道路新設改良事業５，６０１万円、８款土木費、町道落矢、鹿島線道路改良事業２，

５００万円。９款消防費、群馬県防災情報通信設備整備事業６３０万円。１０款教育費、

甘楽町立小幡小学校校舎耐震補強事業５，２８８万円。 

 第３表、債務負担行為補正。追加。長岡記念ギャラリー建設事業監理委託料、補正後限

度額３２０万円。 

 第４表、地方債補正。これは、起債の目的と変更のある限度額でお願いします。まず、

防災基盤整備事業、補正前３３０万円、補正後限度額２６０万円。教育施設等整備事業学

校教育施設等整備事業、補正前の限度額１，６００万円、補正後の限度額１，１００万円

でございます。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第６ 議案第２号 平成２１年度甘楽町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号） 

◇議長（江原 宏君） 日程第６、議案第２号についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（山田隆史君） それでは、６０ページをお願いしたいと思います。議案第２

号 平成２１年度甘楽町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）。平成２１年度甘

楽町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。歳入歳

出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２，３７３万１，００

０円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５億４，２８７万４，０００円

とする。２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。平成２２年３月９日提出、

甘楽町長茂原荘一。 

 次のページをお願いいたします。第１表、歳入歳出予算補正。款、補正額を申し上げま

す。歳入。３款国庫支出金１，６３４万２，０００円。４款療養給付費等交付金、減額４

４２万円。６款県支出金２４４万１，０００円。７款共同事業交付金、減額３０４万９，

０００円。８款財産収入５，０００円。１０款繰入金１，２４１万２，０００円。歳入合
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計、補正前の額１５億１，９１４万３，０００円。補正額２，３７３万１，０００円。計

１５億４，２８７万４，０００円。 

 次に、歳出を申し上げます。１款総務費、減額７万８，０００円。２款保険給付費３，

２３７万円。７款共同事業拠出金、減額８７３万４，０００円。９款基金積立金５，００

０円。１１款諸支出金１６万８，０００円。歳出合計、補正前の額１５億１，９１４万

３，０００円。補正額２，３７３万１，０００円。計１５億４，２８７万４，０００円。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第７ 議案第３号 平成２１年度甘楽町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

◇議長（江原 宏君） 日程第７、議案第３号についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（山田隆史君） それでは、７７ページをお願いいたします。議案第３号 平

成２１年度甘楽町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）。平成２１年度甘楽町介護保

険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ５，１１２万円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ８億７，６７４万１，０００円とする。２、歳入歳出予算

の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第

１表 歳入歳出予算補正」による。平成２２年３月９日提出、甘楽町長茂原荘一。 

 次のページをお願いいたします。第１表、歳入歳出予算補正。款、補正額を申し上げま

す。歳入。１款保険料１２３万３，０００円。２款分担金及び負担金、減額６０万８，０

００円、３款国庫支出金、減額１，５２８万９，０００円。４款支払基金交付金、減額

２，２７４万８，０００円。５款県支出金、減額５９３万円。６款財産収入９万９，００

０円。８款繰入金、減額８１４万３，０００円。９款諸収入２６万６，０００円。歳入合

計。補正前の額９億２，７８６万１，０００円。補正額、減額５，１１２万円。計８億

７，６７４万１，０００円。 

 次に、歳出をお願いいたします。２款保険給付費、減額４，９１５万８，０００円。４

款地域支援事業費、減額３２１万円。５款基金積立金１２４万８，０００円。歳出合計。

補正前の額９億２，７８６万１，０００円。補正額、減額５，１１２万円。計８億７，６

７４万１，０００円。 
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 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第８ 議案第４号 平成２１年度甘楽町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３

号） 

◇議長（江原 宏君） 日程第８、議案第４号についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 水道課長。 

◇水道課長（田村一郎君） それでは、９８ページをお願いたします。議案第４号 平成

２１年度甘楽町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）。平成２１年度甘楽町農業

集落排水事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の

補正。第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４，７９７万９，０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億８，９８１万９，０００円とする。第

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。地方債補正。第２条、地方債の補

正は、「第２表 地方債補正」による。平成２２年３月９日提出、甘楽町長茂原荘一。 

 次のページをお願いいたします。第１表、歳入歳出予算補正。歳入。款、補正額で申し

上げます。１款使用料及び手数料、減額１７７万５，０００円。２款繰入金１，４７８万

１，０００円。４款諸収入１１７万３，０００円。５款県支出金７０万円。７款町債３，

３１０万円。歳入合計。補正前の額１億４，１８４万円、補正額４，７９７万９，０００

円、計１億８，９８１万９，０００円。 

 続きまして、歳出。１款農業集落排水事業費、減額の５１９万６，０００円。２款公債

費５，３１７万５，０００円。歳出合計。補正前の額１億４，１８４万円、補正額４，７

９７万９，０００円、計１億８，９８１万９，０００円。 

 次のページをお願いいたします。第２表、地方債補正。追加でございます。起債の目

的、補正前の限度額、補正後の限度額を申し上げます。農業集落排水事業借換債、補正前

の限度額ゼロ、補正後の限度額３，３１０万円でございますが、よろしくお願いいたしま

す。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第９ 議案第５号 平成２１年度甘楽町公共下水道事業特別会計補正予算（第３

号） 
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◇議長（江原 宏君） 日程第９、議案第５号についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 水道課長。 

◇水道課長（田村一郎君） １１７ページをお開きいただきたいと思います。議案第５号 

平成２１年度甘楽町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）。平成２１年度甘楽町公

共下水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の

補正。第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５，５１０万６，０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億１，５９６万６，０００円とする。第

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。繰越明許費の補正。第２条、繰越

明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。地方債補正。第３条、地方債の補

正は、「第３表 地方債補正」による。平成２２年３月９日提出、甘楽町長茂原荘一。 

 次のページをお願いいたします。第１表、歳入歳出予算補正。歳入。款、補正額で申し

上げます。第１款分担金及び負担金１８０万円。２款使用料及び手数料、減額の３４万

２，０００円。４款繰入金６１５万４，０００円。５款繰越金１６万４，０００円。６款

諸収入２３万円。７款町債４，６９０万円。８０款県支出金２０万円。歳入合計。補正前

の額４億６，０８６万円、補正額５，５１０万６，０００円、計５億１，５９６万６，０

００円。 

 次に、歳出を申し上げます。１款公共下水道費、減額の２，５０５万円。２款公債費

７，９９９万２，０００円。３款予備費１６万４，０００円。歳出合計。補正前の額４億

６，０８６万円、補正額５，５１０万６，０００円、計５億１，５９６万６，０００円。 

 次のページをお願いいたします。第２表、繰越明許費。款、事業名、金額を申し上げま

す。１款公共下水道費、公共下水道建設事業、２，７６０万円。 

 続きまして、第３表、地方債補正。変更及び追加でございます。起債の目的、起債前の

限度額、起債後の限度額で申し上げます。流域下水道整備事業、補正前の限度額３９０万

円、補正後の限度額２５０万円。公共下水道整備事業、補正前の限度額１，０４０万円、

補正後の限度額９６０万円。特定環境保全公共下水道整備事業、補正前の限度額８，０６

０万円、補正後の限度額７，９１０万円。流域下水道整備事業借換債、補正前はございま

せん。補正後の限度額６３０万円。公共下水道整備事業借換債、補正前はゼロでございま

す。補正後の限度額４，４３０万円。 
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 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１０ 議案第６号 平成２１年度甘楽町国峰簡易水道事業特別会計補正予算（第

１号） 

◇議長（江原 宏君） 日程第１０、議案第６号についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 水道課長。 

◇水道課長（田村一郎君） １３６ページをお願いいたします。議案第６号 平成２１年

度甘楽町国峰簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）。平成２１年度甘楽町国峰簡易水

道事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ８２万円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１５２万円とする。第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び

当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補

正」による。平成２２年３月９日提出、甘楽町長茂原荘一。 

 次のページをお願いいたします。第１表、歳入歳出予算補正。歳入。２款繰越金８２万

円。歳入合計。補正前の額７０万円、補正額８２万円、計１５２万円。 

 続きまして、歳出。２款予備費８２万円。歳出合計。補正前の額７０万円、補正額８２

万円、計１５２万円。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１１ 議案第７号 平成２１年度甘楽町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号） 

◇議長（江原 宏君） 日程第１１、議案第７号についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（山田隆史君） それでは、１４７ページをお願いいたします。議案第７号 

平成２１年度甘楽町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）。平成２１年度甘楽町後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の

補正。第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２０万８，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億４３０万８，０００円とする。２、歳入歳出
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予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。平成２２年３月９日提出、甘楽町長茂原荘一。 

 次のページをお願いいたします。第１表、歳入歳出予算補正。款、補正額を申し上げま

す。２款繰入金２０万８，０００円。歳入合計。補正前の額１億４１０万円、補正額２０

万８，０００円、計１億４３０万８，０００万円。 

 歳出をお願いいたします。２款後期高齢者医療広域連合納付金２０万８，０００円。歳

出合計。補正前の額１億４１０万円、補正額２０万８，０００円、計１億４３０万８，０

００万円。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１２ 議案第８号 平成２１年度甘楽町水道事業会計補正予算（第２号） 

◇議長（江原 宏君） 日程第１２、議案第８号についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 水道課長。 

◇水道課長（田村一郎君） １５８ページをお願いいたします。議案第８号 平成２１年

度甘楽町水道事業会計補正予算（第２号）。第１条、平成２１年度甘楽町水道事業会計補

正予算（第２号）は、次に定めるところによる。収益的収入及び支出。第２条、平成２１

年度甘楽町水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補

正する。 

 収入。科目、補正予定額で申し上げます。第１款上水道事業収益、減額の１，２７０万

６，０００円。第２款簡易水道事業収益、減額の４０万円。収入合計。既決予定額２億

２，５７０万円。補正予定額、減額の１，３１０万６，０００円。計２億１，２５９万

４，０００円。 

 支出。第１款上水道事業費用、減額の１，２０６万１，０００円。第２款簡易水道事業

費用、減額の１万３，０００円。支出合計。既決予定額２億２，４６６万５，０００円。

補正予定額、減額の１，２０７万４，０００円。計２億１，２５９万１，０００円。 

 資本的収入及び支出。第３条、予算第４条本文括弧書きを「資本的収入額が資本的支出

額に対し不足する額２億１，７３２万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調

整額６１２万６，０００円、過年度分損益勘定留保資金１億６，１１９万４，０００円及

び建設改良積立金５，０００万円で補てんするものとする」に改め、資本的収入及び支出
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の予定額を次のとおり補正する。 

 収入。第１款資本的収入。既決予定額２１３万１，０００円。補正予定額８９万１，０

００円。計３０２万２，０００円。 

 支出。第１款資本的支出。既決予定額２億２，０３３万１，０００円。補正予定額１万

１，０００円。計２億２，０３４万２，０００円。平成２２年３月９日提出、甘楽町長茂

原荘一。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

◇議長（江原 宏君） ここで暫時休憩をとりたいと思います。１１時１０分に再開した

いと思います。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

   午前１１時００分休憩 

   午前１１時１１分再開 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１３ 同意第１号 甘楽町教育委員会委員の任命について 

◇議長（江原 宏君） 休憩前に引き続き、会議を開催いたします。 

 日程第１３、同意第１号についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 町長。 

◇町長（茂原荘一君） 同意第１号。甘楽町教育委員会委員の任命について。下記の者を

甘楽町教育委員会の委員に任命したいから、地方教育行政の組織及び運営に関する第４条

第１項の規定により、町議会の同意を求める。記。住所、甘楽町大字福島５８７番地。氏

名、本郷友之。生年月日、昭和３４年６月２４日。平成２２年年３月９日提出、甘楽町長

茂原荘一。提案理由でありますが、甘楽町教育委員会委員町田壽男氏が、平成２２年４月

６日をもって任期満了となるため。 

 以上であります。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１４ 同意第２号 甘楽町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

◇議長（江原 宏君） 日程第１４、同意第２号についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 町長。 



－26－ 

◇町長（茂原荘一君） 同意第２号。甘楽町固定資産評価審査委員会委員の選任につい

て。下記の者を甘楽町固定資産評価審査委員会の委員に選任したいから、地方税法第４２

３条第３項の規定により、町議会の同意を求める。記。住所、甘楽町大字金井２１４番地

の２。氏名、大河原久。生年月日、昭和１８年１２月６日。平成２２年３月９日提出、甘

楽町長茂原荘一。提案理由でありますが、甘楽町固定資産評価審査委員会委員大河原久氏

が、平成２２年３月３１日をもって任期満了となるため。 

 以上であります。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１５ 議案第９号 甘楽町議会議員の諸給与支給の特例に関する条例の制定につ

いて 

◇議長（江原 宏君） 日程第１５、議案第９号についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 総務課長。 

◇総務課長（田村徳男君） ５ページをお願いいたします。議案第９号 甘楽町議会議員

の諸給与支給の特例に関する条例の制定について。上記の議案を別紙のとおり提出する。

平成２２年３月９日提出、甘楽町長茂原荘一。提案理由。財政の健全化に資するためでご

ざいます。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１６ 議案第１０号 甘楽町長、副町長及び教育長の給与の支給の特例に関する

条例の制定について 

◇議長（江原 宏君） 日程第１６、議案第１０号についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 総務課長。 

◇総務課長（田村徳男君） ７ページをお願いいたします。議案第１０号 甘楽町長、副

町長及び教育長の給与の支給の特例に関する条例の制定について。上記の議案を別紙のと

おり提出する。平成２２年３月９日提出、甘楽町長茂原荘一。提案理由。財政の健全化に

資するためでございます。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１７ 議案第１１号 甘楽町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の制定

について 
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◇議長（江原 宏君） 日程第１７、議案第１１号についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 総務課長。 

◇総務課長（田村徳男君） ９ページをお願いいたします。議案第１１号 甘楽町職員の

公益的法人等への派遣等に関する条例の制定について。上記議案を別紙のとおり提出す

る。平成２２年３月９日提出、甘楽町長茂原荘一。提案理由。４月１日より開始される群

馬県農業共済組合へ職員を派遣するためでございます。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１８ 議案第１２号 甘楽町消費生活センター設置条例の制定について 

◇議長（江原 宏君） 日程第１８、議案第１２号についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 振興課長。 

◇振興課長（富岡朝男君） １２ページをお願いいたします。議案第１２号 甘楽町消費

生活センター設置条例の制定について。上記の議案を別紙のとおり提出する。平成２２年

３月９日提出、甘楽町長茂原荘一。提案理由。消費生活センターを設置するため。 

 以上でございます。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１９ 議案第１３号 甘楽町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に

ついて 

◇議長（江原 宏君） 日程第１９、議案第１３号についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 総務課長。 

◇総務課長（田村徳男君） １４ページをお願いいたします。議案第１３号 甘楽町職員

の給与に関する条例等の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり提出す

る。平成２２年３月９日提出、甘楽町長茂原荘一。提案理由。人事院勧告に伴う改正のた

めでございます。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２０ 議案第１４号 甘楽町敬老祝金条例の一部を改正する条例について 

◇議長（江原 宏君） 日程第２０、議案第１４号についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 
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 健康課長。 

◇健康課長（山田隆史君） １８ページをお願いいたします。議案第１４号 甘楽町敬老

祝金条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり提出する。平成２２

年３月９提出、甘楽町長茂原荘一。提案理由。支給対象者を年度単位とするためでござい

ます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２１ 議案第１５号 甘楽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正す

る条例について 

◇議長（江原 宏君） 日程第２１、議案第１５号についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（山田隆史君） それでは、２０ページをお願いいたします。議案第１５号 

甘楽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について。上記の議案を

別紙のとおり提出する。平成２２年３月９日提出、甘楽町長茂原荘一。提案理由。燃やせ

ないごみ指定袋に「小」を追加するためでございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２２ 議案第１６号 甘楽町勤労者生活資金融資促進条例の一部を改正する条例

について 

◇議長（江原 宏君） 日程第２２、議案第１６号についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 振興課長。 

◇振興課長（富岡朝男君） ２２ページをお願いいたします。議案第１６号 甘楽町勤労

者生活資金融資促進条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり提出

する。平成２２年３月９日提出、甘楽町長茂原荘一。提案理由。融資限度額を改正するた

めでございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２３ 議案第１７号 甘楽町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例につい

て 

◇議長（江原 宏君） 日程第２３、議案第１７号についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 
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 振興課長。 

◇振興課長（富岡朝男君） ２４ページをお願いいたします。議案第１７号 甘楽町小口

資金融資促進条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり提出する。

平成２２年３月９日提出、甘楽町長茂原荘一。提案理由。群馬県の借換制度に併せて継続

実施するためでございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２４ 議案第１８号 甘楽町国峰簡易水道給水条例の一部を改正する条例につい

て 

◇議長（江原 宏君） 日程第２４、議案第１８号についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 水道課長。 

◇水道課長（田村一郎君） ２６ページをお願いいたします。議案第１８号 甘楽町国峰

簡易水道給水条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり提出する。

平成２２年３月９日提出、甘楽町長茂原荘一。提案理由。水道料金を改定するためでござ

います。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２５ 議案第１９号 甘楽町学校給食センター設置条例の一部を改正する条例に

ついて 

◇議長（江原 宏君） 日程第２５、議案第１９号についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 教育課長。 

◇教育課長（中野哲也君） ２９ページをお開きください。議案第１９号 甘楽町学校給

食センター設置条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり提出す

る。平成２２年３月９日提出、甘楽町長茂原荘一。提案理由。学校給食法の改正に伴う改

正のためでございます。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２６ 議案第２０号 甘楽町道路線の廃止について 

◇議長（江原 宏君） 日程第２６、議案第２０号についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 振興課長。 
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◇振興課長（富岡朝男君） ３１ページをお願いいたします。議案第２０号 甘楽町道路

線の廃止について。道路法第１０条の規定に基づき、甘楽町道路線を下記のとおり廃止す

る。平成２２年３月９日提出、甘楽町長茂原荘一。記。廃止する路線。路線名、起点、終

点、重要な経過地、整理番号の順で申し上げます。中林・三ツ橋線、庭谷字中林５０１番

地１から白倉字三ツ橋３４１番地１まで、なし、２０１。金山・八反田線、造石字金山３

３４番地から白倉字八反田４９５番地１まで、なし、２０４３。生板木・堀向線、福島字

生板木１５２４番地から福島字堀向１５５６番地まで、なし、５０６１。提案理由。中

林・三ツ橋線、金山・八反田線の２路線は、国道２５４号甘楽吉井バイパスの供用開始に

伴い認定がえの必要が生じたため廃止するものです。生板木・堀向線は、道路改良工事に

伴い認定がえの必要が生じたため廃止するものです。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２７ 議案第２１号 甘楽町道路線の認定について 

◇議長（江原 宏君） 日程第２７、議案第２１号についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 振興課長。 

◇振興課長（富岡朝男君） ３５ページをお願いいたします。議案第２１号 甘楽町道路

線の認定について。道路法第８条第２項の規定に基づき、甘楽町道路線を下記のとおり認

定する。平成２２年３月９日提出、甘楽町長茂原荘一。記。認定する路線。路線名、起

点、終点、重要な経過地、整理番号の順で申し上げます。中林・深町線、庭谷字中林５０

１番地１から庭谷字深町１３４番地１まで、なし、２１８。塚田・三ツ橋線、白倉字塚田

１９４番地１から白倉字三ツ橋３４１番地１まで、なし、２１９。金山３号線、造石字金

山３３４番地から造石字金山３０６番地２まで、なし、２１６５。下町・八反田線、造石

字下町６４９番地１から白倉字八反田４９５番地１まで、なし、２１６６。東大山４号

線、白倉字東大山１１１番地５から白倉字東大山１１１番地１２まで、なし、２１６７。

東大山５号線、白倉字東大山１１１番地５から白倉字東大山１１１番地１０まで、なし、

２１６８。東大山６号線、白倉字東大山１１１番地７から白倉字東大山１１１番地１２ま

で、なし、２１６９。生板木７号線、福島字生板木１５２４番地１５から福島字生板木１

５９２番地２まで、なし、５１７３。大日５号線、小川字大日４８０番地１から小川字大

日４８０番地８まで、なし、６５４０。提案理由。中林・深町線、塚田・三ツ橋線、金山
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３号線及び下町・八反田線の４路線は、国道２５４号甘楽吉井バイパスの供用開始に伴い

認定がえするものです。生板木７号線は、道路改良工事に伴い認定がえするものです。東

大山４号線、東大山５号線、東大山６号線及び大日５号線の４路線は、民間開発に伴い認

定するものです。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２８ 議案第２２号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議につい

て 

◇議長（江原 宏君） 日程第２８、議案第２２号についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 総務課長。 

◇総務課長（田村徳男君） ４０ページをお願いいたします。議案第２２号 群馬県市町

村総合事務組合の規約変更に関する協議について。群馬県市町村総合事務組合規約の変更

について、地方自治法第２８６条第１項の規定により別紙のとおり群馬県市町村総合事務

組合組織団体間において協議の上定めることについて、同法第２９０条の規定により議会

の議決を求める。平成２２年３月９日提出、甘楽町長茂原荘一。提案理由。１、平成２２

年３月２８日から群馬県市町村総合事務組合の組織団体である六合村が廃され、その区域

が同組合の組織団体である中之条町に編入されるため。２、群馬県市町村総合事務組合の

組織団体である下仁田南牧医療事務組合が、平成２２年３月３１日限りで別表第２の１の

項の事務（常勤の職員に係る退職手当の支給事務）の共同事務処理を取りやめるため。

３、群馬県市町村総合事務組合の組織団体である館林邑楽農業共済事務組合（館林市、板

倉町、明和町、千代田町、大泉町及び邑楽町で組織）が、平成２２年３月３１日限りで解

散するためでございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２９ 議案第２３号 群馬県市町村会館管理組合の規約変更に関する協議につい

て 

◇議長（江原 宏君） 日程第２９、議案第２３号についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 総務課長。 

◇総務課長（田村徳男君） ４８ページをお願いいたします。議案第２３号 群馬県市町
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村会館管理組合の規約変更に関する協議について。群馬県市町村会館管理組合規約の変更

について、地方自治法第２８６条第１項の規定により別紙のとおり関係市町村で協議の上

定めることについて、同法第２９０条の規定により議会の議決を求める。平成２２年３月

９日提出、甘楽町長茂原荘一。提案理由。平成２２年３月２８日から群馬県市町村会館管

理組合の構成市町村である六合村が廃され、その区域が同組合の構成市町村である中之条

町に編入されるためでございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３０ 議案第２４号 群馬県後期高齢者医療広域連合の規約変更に関する協議に

ついて 

◇議長（江原 宏君） 日程第３０、議案第２４号についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（山田隆史君） それでは、５１ページをお願いいたします。議案第２４号 

群馬県後期高齢者医療広域連合の規約変更に関する協議について。群馬県後期高齢者医療

広域連合規約の変更について、地方自治法第２９１条の３第１項の規定により、別紙のと

おり関係市町村で協議の上定めることについて、同法第２９１条の１１の規定により、議

会の議決を求める。平成２２年３月９日提出、甘楽町長茂原荘一。提案理由。平成２２年

３月２８日から群馬県後期高齢者医療広域連合の構成市町村である六合村が廃され、その

区域が同広域連合の構成市町村である中之条町に編入されるためでございます。よろしく

お願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３１ 議案第２５号 平成２２年度甘楽町一般会計予算 

◇議長（江原 宏君） 日程第３１、議案第２５号についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 企画課長。 

◇企画課長（三木純一君） 別冊の予算書をお願いいたします。議案第２５号 平成２２

年度甘楽町一般会計予算。平成２２年度甘楽町一般会計の予算は、次に定めるところによ

る。歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４８億４，０００

万円と定める。第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 

歳入歳出予算」による。債務負担行為。第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務
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を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。地

方債。第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。一

時借入金。第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れ

の最高額は３億円と定める。歳出予算の流用。第５条、地方自治法第２２０条第２項ただ

し書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと

おりと定める。第１号。各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足

を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。平成２２年３月９日

提出、甘楽町長茂原荘一。 

 第１表、歳入歳出予算。歳入。１款町税１３億８，４９２万５，０００円。２款地方譲

与税７，６００万円。３款利子割交付金５００万円。４款配当割交付金１４０万円。５款

株式等譲渡所得割交付金１００万円。６款地方消費税交付金１億５００万円。７款ゴルフ

場利用税交付金４，３００万円。８款自動車取得税交付金１，５００万円。９款地方特例

交付金２，１３０万円。１０款地方交付税１６億８，０００万円。１１款交通安全対策特

別交付金１３０万円。１２款分担金及び負担金６９５万９，０００円。１３款使用料及び

手数料１億７，０６９万５，０００円。１４款国庫支出金３億９，００４万３，０００

円。１５款県支出金４億１，０８６万６，０００円。１６款財産収入６３２万円。１７款

寄附金１１０万１，０００円。１８款繰入金８，０００万５，０００円。１９款繰越金

４，１７９万３，０００円。２０款諸収入１億２，３２９万３，０００円。２１款町債２

億７，５００万円。歳入の合計４８億４，０００万円でございます。 

 続きまして、歳出をお願いいたします。１款議会費７，８９６万３，０００円。２款総

務費６億３，４２４万３，０００円。３款民生費１２億８，４０７万３，０００円。４款

衛生費３億７，７８５万２，０００円。５款労働費１，００１万５，０００円。６款農林

水産業費３億５，０００万５，０００円。７款商工費２億８，４６１万８，０００円。８

款土木費３億７４万３，０００円。９款消防費２億３，９６８万３，０００円。１０款教

育費６億９，１９３万８，０００円。１１款災害復旧費１万１，０００円。１２款公債費

５億７，７８５万６，０００円。１３款予備費１，０００万円。歳出合計４８億４，００

０万円でございます。 

 ６ページ、７ページをお願いいたします。第２表、債務負担行為でございます。甘楽町

総合福祉センター管理運営に係るものとして、期間が平成２６年度まで、限度額が１億
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１，８０１万１，０００円でございます。甘楽町地域活動支援センター管理運営でござい

ます。こちらの方も２６年までで３，４１２万５，０００円でございます。甘楽町学童保

育所管理運営、こちらも２６年度までで８２３万７，０００円でございます。 

 第３表、地方債。起債の目的、限度額、起債の方法、利率、償還の方法でお願いいたし

ます。臨時財政対策、２億６，０００万円、証書借入または証券発行で、年３．０％以内

でございます。政府資金その他借入先の融資条件によるものとする。ただし、町財政の都

合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還または低利に借りかえるこ

とができるということでございます。一般公共事業広域基幹林道整備事業、９００万円で

ございます。防災基盤整備事業、６００万円でございます。起債の方法、利率、償還方法

については、同じでございます。合計で２億７，５００万円でございます。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３２ 議案第２６号 平成２２年度甘楽町国民健康保険事業特別会計予算 

◇議長（江原 宏君） 日程第３２、議案第２６号についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（山田隆史君） ２２６ページをお願いいたします。議案第２６号 平成２２

年度甘楽町国民健康保険事業特別会計予算。平成２２年度甘楽町国民健康保険事業特別会

計の予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、

歳入歳出それぞれ１５億４，２９０万円と定める。２、歳入歳出予算の款項の区分及び当

該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。一時借入金。第２条、地方自治

法第２３５条の３第２項の規定により一時借入金の借り入れの最高額は２，０００万円と

定める。平成２２年３月９日提出、甘楽町長茂原荘一。 

 次のページをお願いいたします。第１表、歳入歳出予算。款、金額を申し上げます。１

款国民健康保険税４億９，４４２万７，０００円。２款使用料及び手数料１，０００円。

３款国庫支出金４億１，９３８万円。４款療養給付費等交付金５，３００万１，０００

円。５款前期高齢者交付金１億８，４３８万９，０００円。６款県支出金７，８１６万

５，０００円。７款共同事業交付金１億９，６５８万２，０００円。８款財産収入１，０

００円。９款寄附金１，０００円。１０款繰入金１億１，６３０万１，０００円。１１款

繰越金２，０００円。１２款諸収入６５万円。歳入合計１５億４，２９０万円でございま
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す。 

 続いて、２２９ページ、２３０ページをお願いいたします。歳出を申し上げます。１款

総務費６３７万４，０００円。２款保険給付費１０億２，５５３万５，０００円。３款後

期高齢者支援金等１億８，３００万円。４款前期高齢者納付金等３４万５，０００円。５

款老人保健拠出金１７１万６，０００円。６款介護納付金９，７４７万１，０００円。７

款共同事業拠出金１億９，６５８万５，０００円。８款保健事業費２，１４０万６，００

０円。９款基金積立金１，０００円。１０款公債費１０万１，０００円。１１款諸支出金

３３６万６，０００円。１２款予備費７００万円。歳出合計１５億４，２９０万円。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３３ 議案第２７号 平成２２年度甘楽町老人保健特別会計予算 

◇議長（江原 宏君） 日程第３３、議案第２７号についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（山田隆史君） それでは、２６１ページをお願いいたします。議案第２７号 

平成２２年度甘楽町老人保健特別会計予算。平成２２年度甘楽町老人保健特別会計の予算

は、次に定めるところによる。歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出

それぞれ７０万円と定める。２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、

「第１表 歳入歳出予算」による。平成２２年３月９日提出、甘楽町長茂原荘一。 

 次のページをお願いいたします。第１表、歳入歳出予算。款と金額を申し上げます。歳

入。１款支払基金交付金３０万４，０００円。２款国庫支出金２０万１，０００円。３款

県支出金５万１，０００円。４款繰入金１３万９，０００円。５款繰越金１，０００円。

６款諸収入４，０００円。歳入合計７０万円でございます。 

 次に、歳出を申し上げます。１款総務費３，０００円。２款医療諸費６０万２，０００

円。３款諸支出金７，０００円。４款予備費８万８，０００円。歳出合計７０万円。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３４ 議案第２８号 平成２２年度甘楽町介護保険事業特別会計予算 

◇議長（江原 宏君） 日程第３４、議案第２８号についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 
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 健康課長。 

◇健康課長（山田隆史君） それでは、２７４ページをお願いいたします。議案第２８号 

平成２２年度甘楽町介護保険事業特別会計予算。平成２２年度甘楽町介護保険事業特別会

計の予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、

歳入歳出それぞれ９億１，０４０万円と定める。２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該

区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。一時借入金。第２条、地方自治法

第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は２，０００万円と定

める。平成２２年３月９日提出、甘楽町長茂原荘一。 

 次のページをお願いいたします。第１表、歳入歳出予算。款と金額を申し上げます。歳

入。１款保険料１億６，１４５万８，０００円。２款分担金及び負担金１１３万７，００

０円。３款国庫支出金２億２，６３６万８，０００円。４款支払基金交付金２億６，４１

０万４，０００円。５款県支出金１億３，１１１万１，０００円。６款財産収入１，００

０円。７款寄附金１，０００円。８款繰入金１億２，６２１万円。９款諸収入８，０００

円。１０款繰越金１，０００円。１１款町債１，０００円。歳入合計９億１，０４０万

円。 

 次に、歳出をお願いいたします。１款総務費７３１万３，０００円。２款保険給付費８

億７，１３１万４，０００円。４款地域支援事業費２，９３３万５，０００円。５款基金

積立金１２５万４，０００円。６款公債費１０万１，０００円。７款諸支出金８万３，０

００円。８款予備費１００万円。歳出合計９億１，０４０万円。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３５ 議案第２９号 平成２２年度甘楽町農業集落排水事業特別会計予算 

◇議長（江原 宏君） 日程第３５、議案第２９号についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 水道課長。 

◇水道課長（田村一郎君） ３１１ページをお願いいたします。議案第２９号 平成２２

年度甘楽町農業集落排水事業特別会計予算。平成２２年度甘楽町農業集落排水事業特別会

計の予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、

歳入歳出それぞれ１億４，３２０万円と定める。２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該

区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。平成２２年３月９日提出、甘楽町
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長茂原荘一。 

 次のページをお願いいたします。第１表、歳入歳出予算。歳入。款、金額で申し上げま

す。１款使用料及び手数料３，２１０万３，０００円。２款繰入金１億９１１万７，００

０円。３款繰越金５０万円。４款諸収入１４８万円。歳入合計１億４，３２０万円。 

 歳出を申し上げます。１款農業集落排水事業費４，６０７万９，０００円。２款公債費

９，６６２万１，０００円。３款予備費５０万円。歳出合計１億４，３２０万円。 

 以上でございます。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３６ 議案第３０号 平成２２年度甘楽町公共下水道事業特別会計予算 

◇議長（江原 宏君） 日程第３６、議案第３０号についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 水道課長。 

◇水道課長（田村一郎君） ３４２ページをお願いいたします。議案第３０号 平成２２

年度甘楽町公共下水道事業特別会計予算。平成２２年度甘楽町公共下水道事業特別会計の

予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入

歳出それぞれ４億１，２１０万円と定める。第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該

区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。地方債。第２条、地方自治法第２

３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方

法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。平成２２年３月９日提出、甘楽

町長茂原荘一。 

 次のページをお願いいたします。第１表、歳入歳出予算。歳入。１款分担金及び負担金

１，２３５万５，０００円。２款使用料及び手数料７，２０１万３，０００円。３款国庫

支出金５，０３０万円。４款繰入金２億１６９万９，０００円。５款繰越金５０万円。６

款諸収入３万３，０００円。７款町債７，４５０万円。８０款県支出金７０万円。歳入合

計４億１，２１０万円。 

 続きまして、歳出をお願いいたします。１款公共下水道費２億１，５９６万１，０００

円。２款公債費１億９，５６３万９，０００円。３款予備費５０万円。歳出合計４億１，

２１０万円。 

 次のページをお願いいたします。第２表、地方債。起債の目的、限度額を申し上げま

す。流域下水道整備事業、３８０万円。特定環境保全公共下水道整備事業、７，０７０万
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円。合計７，４５０万円。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３７ 議案第３１号 平成２２年度甘楽町国峰簡易水道事業特別会計予算 

◇議長（江原 宏君） 日程第３７、議案第３１号についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 水道課長。 

◇水道課長（田村一郎君） ３９７ページをお願いいたします。議案第３１号 平成２２

年度甘楽町国峰簡易水道事業特別会計予算。平成２２年度甘楽町国峰簡易水道事業特別会

計の予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、

歳入歳出それぞれ７０万円と定める。第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。平成２２年３月９日提出、甘楽町長茂原

荘一。 

 次のページをお願いいたします。第１表、歳入歳出予算。歳入。１款使用料６２万４，

０００円。２款繰越金７万５，０００円。８０款諸収入１，０００円。歳入合計７０万

円。 

 続きまして、歳出をお願いいたします。１款維持管理費６６万８，０００円。２款予備

費３万２，０００円。歳出合計７０万円でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３８ 議案第３２号 平成２２年度甘楽町後期高齢者医療特別会計予算 

◇議長（江原 宏君） 日程第３８、議案第３２号についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 健康課長。 

◇健康課長（山田隆史君） ４０８ページをお願いいたします。議案第３２号 平成２２

年度甘楽町後期高齢者医療特別会計予算。平成２２年度甘楽町後期高齢者医療特別会計の

予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入

歳出それぞれ１億１００万円と定める。２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。平成２２年３月９日提出、甘楽町長茂原荘

一。 

 次のページをお願いいたします。第１表、歳入歳出予算。款と金額を申し上げます。１
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款後期高齢者医療保険料６，５９９万円。２款繰入金３，４７９万９，０００円。３款諸

収入１３万１，０００円。４款繰越金８万円。歳入合計１億１００万円。 

 次に、歳出をお願いいたします。１款総務費６５万８，０００円。２款後期高齢者医療

広域連合納付金１億１５万６，０００円。３款諸支出金１０万６，０００円。４款予備費

８万円。歳出合計１億１００万円。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３９ 議案第３３号 平成２２年度甘楽町水道事業会計予算 

◇議長（江原 宏君） 日程第３９、議案第３３号についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 水道課長。 

◇水道課長（田村一郎君） ４２４ページをお願いいたします。議案第３３号 平成２２

年度甘楽町水道事業会計予算。 

 総則。第１条、平成２２年度水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 業務の予定量。第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。（１）給水戸数５，０２

１戸、（２）年間総給水量１５８万９，４００立方メートル、（３）１日平均給水量４，

３５５立方メートル、（４）主要な建設改良事業２億４，７３１万５，０００円。 

 収益的収入及び支出。第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入。第１款上水道事業収益２億５０２万円。第２款簡易水道事業収益１，０５８万円。

収入合計２億１，５６０万円。支出。第１款上水道事業費用１億９，１３１万８，０００

円。第２款簡易水道事業費用１，８２８万２，０００円。支出合計２億９６０万円。 

 次のページをお願いいたします。資本的収入及び支出。第４条、資本的収入及び支出の

予定額は、次のとおりと定める。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２億８，

０９９万２，０００円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１，０８９万

７，０００円、過年度分損益勘定留保資金２億２，００９万５，０００円及び建設改良積

立金５，０００万円で補てんするものとする。収入。第１款資本的収入２２５万２，００

０円。支出。第１款資本的支出２億８，３２４万４，０００円。 

 議会の議決を経なければ流用することができない経費。第５条、次に掲げる経費につい

ては、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその

経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。（１）職員給与費６，
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５７５万９，０００円、（２）交際費２万円。 

 他会計からの補助金。第６条、水道事業実施のため、一般会計からこの会計へ補助を受

ける金額は、１７０万７，０００円である。 

 たな卸資産購入限度額。第７条、たな卸資産の購入限度額は、１４７万５，０００円と

定める。 

 平成２２年３月９日提出、甘楽町長茂原荘一。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○散  会 

◇議長（江原 宏君） 本日はこれにて散会といたします。 

   午前１１時５２分散会 

 


